
第２１８号 あなたの声をお寄せください。 ２０２２年６月２６日

大
井
へ
赴
任
し
た
搭
乗
員
の

証
言
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
証

言
は
、
山
形
県
内
の
太
平
洋
戦

争
に
関
わ
っ
た
人
々
の
様
々
な

話
を
集
め
た
本
に
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
方
は
、
昭
和
２
年
生

ま
れ
、
山
形
県
米
沢
市
の
斉
藤

修
介
氏
で
あ
る
。
証
言
を
要
約

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

彼
は
旧
性
中
学
３
年
生
の
時
、

予
科
練
に
合
格
し
、
奈
良
県
天

理
市
で
少
年
飛
行
兵
と
し
て
の

訓
練
を
う
け
た
。
昭
和
19
年
８

月
末
特
攻
用
兵
器
が
で
き
た
の

で
搭
乗
兵
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と

で
集
め
ら
れ
、
調
査
用
紙
を
渡

さ
れ
た
。
１
万
人
の
中
か
ら
１

０
０
名
を
選
ぶ
と
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
、
希
望
し
な
い
と
特
別

訓
練
と
い
っ
て
い
じ
め
ら
れ
る

し
、
ど
う
せ
選
ば
れ
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
思
い
が
重
な
っ
て
、

意
志
に
反
し
て
希
望
に
○
を
つ

け
た
。
で
も
、
な
ぜ
か
百
分
の

一
の
中
に
入
っ
て
選
ば
れ
て
し

ま
っ
た
。

「
特
攻
の
新
兵
器
は
『
回
天
』

と
い
う
人
間
魚
雷
で
、
敵
艦
に

衝
突
し
自
爆
す
る
の
が
任
務
だ
っ

た
。
山
口
県
の
平
生
基
地
で
、

大
井
基
地

人
間
魚
雷
「
回
天
」
搭
乗
員
の
証
言

訓
練
の
毎
日
だ
っ
た
。
『
回
天
』

と
い
う
魚
雷
は
１
・
５
ト
ン
の

爆
薬
を
積
み
、
１
人
乗
り
で
脱

出
口
は
な
く
、
発
進
す
れ
ば
死

が
待
っ
て
い
る
。
実
際
に
乗
っ

た
人
に
し
か
理
解
で
き
な
い
代

物
だ
と
い
う
。
で
も
何
回
か
訓

練
し
て
い
る
間
に
い
ろ
い
ろ
操

縦
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
一
応

訓
練
が
終
わ
っ
た
頃
出
撃
命
令

が
出
た
。

愛
知
県
の
知
多
半
島
の
海
岸

に
横
穴
が
掘
っ
て
あ
り
、
そ
こ

が
回
天
の
出
撃
基
地
だ
っ
た
。

私
達
は
７
月
の
末
頃
着
き
、
魚

雷
艇
の
来
る
の
を
待
っ
た
。
毎

日
兵
舎
で
何
も
す
る
こ
と
な
く

ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
た
時
、
終
戦

に
な
っ
た
。
終
戦
の
日
、
兵
舎

前
で
玉
音
放
送
を
聞
い
た
。
私

も
み
ん
な
も
『
助
か
っ
た
、
助

か

っ

た

』

と

喜

ん

だ

。

」

（
『
戦
争
を
聞
き
歩
き

生
き

て
い
ま
す
』
）

（
山
下
泉
氏
が
収
集
）

消費税５％への引き下げ、大企業・富裕層への
適正な課税、インボイス制度の中止を！

６月議会には、町

民より、右のような

「消費税５％への引

き下げと大企業や富

裕層への適正な課税、

インボイス制度の中

止を求める意見書」

の提出を求める請願

が出されました。

物価高騰の中、困っ

ている中小零細企業

や庶民にとって当然

の請願内容で、内田

議員が紹介議員とな

りました。

６月２１日の総務

建設委員会では、賛

成、反対の意見が一

人もなく、賛成者ゼ

ロで否決されました。

２４日の最終本会議

では、内田議員が賛

成討論しましたが、

残念ながら否決され

ました。

「消費税率５％への引き下げと大企業や富裕層への適正な課税、

インボイス制度の中止を求める意見書」の提出を求める請願書
南知多町議会議長

石垣 菊蔵 様

令和４年５月２４日

紹介議員 内田 保

請願者 渡邉 和男

住所 知多郡南知多町大井真向２３－１
請願理由

新型コロナウイルス感染症の拡大から２年以上が経過する中、未だ収束の目途

は立たず女性や学生、低所得者など社会的に弱い立場にある人の生活と、地域で

商売をし、雇用・経済を支えている中小・零細事業者の経営を直撃しています。

こうしたもとで、２０１９年１０月に１０％へ引き上げられた消費税が、国民

と日本経済に重くのしかかっています。消費税は低所得者ほど負担の重い逆進性

の強い税制です。現在、世界ではコロナ禍を理由とした付加価値税の減税を８０

以上の国・地域が実施しています。消費税を引き下げることが、いま行うことの

できる最善の経済対策です。

一方で、資本金１０億円以上の大企業は、巨額の利益を蓄積させてきました。

特に、２０１２年から２０２０年にかけて、内部留保は１３０兆円も増え、４６

６兆円にのぼります。未曾有のコロナ禍のもとでも、この１年間で１７兆円も積

み増しています。また、金融資産保有額が１億円以上の富裕層は１３２．７万世

帯へ増加しており、格差がいっそう拡大しています。大企業や富裕層への適正な

課税によって再分配機能を強化する必要があります。

２０２３年１０月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が実施されよ

うとしています。免税業者を取引から排除しかねないインボイス制度は、事業者

間の取引慣行を壊し、免税制度を実質的に廃止するものです。仕入れや経費に含

まれる消費税を価格や単価に転嫁できなければ、ベンチャーもフリーランスも育

ちません。

地域経済が疲弊する下で、中小・零細事業者は事業継続や雇用維持に必死の努

力を続けており、インボイス制度に対応できる状況ではありません。多くの中小

企業団体や税理士団体も「凍結」「延期」「見直し」を訴え、現状での実施に踏

み切ることに懸念の声を上げています。

つきましては、下記の事項を議会の意見書として採択し、政府・国会（内閣総

理大臣・財務大臣・衆参議長等）に提出していただくよう請願いたします。

記

１．消費税率を５％に引き下げるとともに大企業や富裕層への適正な課税を行う

こと。

２．消費税のインボイス制度は実施を中止すること。

以上

請願は否決！


